
介護サービス等に係る

疑義照会の方法について

市では、介護報酬の算定や基準等に疑義が生じた場合の照会
フォームを作成しています。

電話によるお問い合わせの場合、口頭での聞き取り内容が
不十分なこと等に起因し、意図しない回答を差し上げる場合や、追
加の確認のため回答までに時間を要する場合があります。

電話によるお問い合わせは可能な限りお控えくださる
ようお願いするとともに、「疑義照会送信フォーム」より、
問い合わせていただきますようお願いいたします。

【留意事項】
・事前に省令・告示等をよく確認した上でご照会ください。
・回答は、フォームに入力いただいたご担当者様宛てに電話
または電子メールにより行います。

・原則2週間程度で回答します。なお、照会内容によっては、
2週間以上の期間を要する場合もありますのでご了承くださ
い。お時間に余裕を持って照会いただくようお願いします。
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https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/kaigoiryo/kaigohoken/1043590.html
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